
 

道州制のあり方研究会設置要領 

 

（設置目的） 

第１条 国における道州制をめぐる動きに対応して、国主導の中央集権型道州制になら

ないよう、全国で唯一の府県を越える広域連合として地方分権改革を推進する観点か

ら、道州制のあり方について調査・検討を行い、国に提言するとともに、将来の関西

における広域行政のあり方等の検討に資するために、関西広域連合協議会規則（以下

「規則」という。）第３条第３項に基づき専門部会を設置する。 

 

（名称） 

第２条 専門部会の名称は「道州制のあり方研究会（以下「研究会」という。）」とす

る。 

 

（所管事項） 

第３条 研究会は第１条の設置目的に沿って、次の事項について調査・検討を行う。 

(1)  道州制のあり方 

(2)  将来の関西における広域行政のあり方 

(3)  その他関連する事項 

 

（組織） 

第４条 研究会の委員は、規則第３条第１項および第３項の委員の中から、広域連合長

が指名する。 

２ 研究会に座長および副座長を置き、前項で指名された委員の中から互選する。 

３ 座長は、研究会の会務を総理する。 

４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、座長の職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 研究会は、座長が招集する。 

２ 研究会に有識者その他、座長が必要と認める者の陪席を求めることができる。 

 

（庶務） 

第６条 研究会の庶務は、本部事務局国出先機関対策プロジェクトチームにおいて行う。 

 

（会議の公開） 

第７条 研究会の会議は公開を原則とする。 

 

（補足） 

第８条 この要領に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、座長が別に

定める。    

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成25年３月２日から施行する。 

２ この要領の施行の日以後最初に開かれる研究会は、第５条第１項の規定にかかわら

ず、広域連合長が招集する。 


